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10 月 1 日は衣替えですが，実際には暑い日と涼しい日が混在していることから，古里中では，９

月 21 日（火）から 10 月 15 日（金）までを移行期間（調整期間）としています。１学期終業式，

２学期始業式当日についても，夏服，冬服のどちらを着用しても構いません。お子様の成長によっ

ては，ズボンやスカートの丈の長さを調整する必要も出てきますので，早めのご準備をお願いいた

します。また，冬服の準備に加えて，頭髪，靴・靴下，つめ，ハンカチ・ティッシュ，バッグなど，

身だしなみやその他の持ち物についても，再度，ご家庭での確認をお願いいたします。 
 
【冬服への移行期間（調整期間）によくある質問から】 

○ブレザーを着る場合  … ・ネクタイ，リボンを付ける。 ・名札はブレザーに付け替える。 
○ブレザーを着ない場合 … ・ネクタイ，リボンは付けなくてもよい。 

・ワイシャツ（ブラウス）の袖をまくるときは，きれいに折りた 

たんでまくること。 

・名札はワイシャツ（ブラウス）に付け替える。 
○セーターやベストを制服の上衣として生活する場合 

・ネクタイ，リボンを付ける。 ・名札をセーターやベストに付け替える。 
・袖の中に手を入れたり，裾を意図的に下に伸ばしたりせずに着用する。 

○セーターやベストをブレザーの下に着用して生活する場合 

・ブレザーを着るときには，袖や裾がブレザーの下から見えないように， 

スマートに着用する。 

○水筒については，以下のルールのもと，年間を通じて水筒持参を可としています。 
・中身は，水，お茶類，スポーツドリンク類とする。 
※炭酸飲料やジュース類は禁止。温かい物でもよいが，やけどに十分注意すること。 

・水筒の保管は，自分のロッカー内とする。 
・休み時間，昼休み等に飲むことができる。 
※必ず教室内で飲むこと。廊下等では飲まないこと。 
※給食時は牛乳があるため飲まないこと。 

実りの秋を迎えます 

久しぶりに登校してきた子どもたちは，夏休み前と変わらぬ素直で明るい表情を見せてくれま

した。お子様にとって，普段の学校生活とは違った様々な体験ができた夏休みだったと思います。 
さて，もうすぐ１学期末になります。これまでの反省と今後の目標を立てる時期になりました。

年度初めにお子様が立てた目標の達成状況を確認し，ご家族で今後の目標について話し合ってみ

てください。 

青 雲 之 志 
生徒指導だより 
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古里中学校生徒指導部 

 

 生徒指導主事（中野）まで，お子様本人もしくは担任を通じてご連絡ください。 

あれっ？ というときは… 

し ま め 始 を 備 準 の ょ う 服 冬 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 月は「いじめゼロ強調月間」 学校では９月から 10 月末までの間，様々な形でいじめゼロに関する取り組みを実施していく予定です。 

 

★★         問題への取り組みについて ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 
2011 年の滋賀県大津市のいじめ自殺事件をはじめとして，2013 年の奈良県橿原市，2015 年の岩手

県矢巾町などの報道は，全国に大きな衝撃を与えました。関係者の実名や住所などが，掲示板や SNS
等のインターネット上で流出してしまい，家庭も地域も学校も，ボロボロに疲弊した状態になってしま

ったという話を聞いています。友人や教師，家族が周りにいる中で，なぜ，このような事態になってし

まったのか…。これからも私たちは十分に考えていかなければなりません。 
古里中では，「いじめは絶対に許されない行為である」「いじめはどの学校，どの 

学級でも起こり得る」との認識から，いじめに結びつきそうな行為の早期発見，早 
期解決を図っているところです。また，「命の大切さ」「自分を大切にし，人を大切 

にする」ことなども，様々な場面で子どもたちに伝えていこうと思います。 
しかし，そのためには，保護者や地域の皆様のいじめ問題に対するご理解と，子 

どもたちの見守りが必要だと考えています。「おかしいな」と感じることがござい 

ましたら，いつでも担任や部活動顧問等へご相談ください。 

 

LINE や Twitter といった SNS などの利用により，コミュニケーションの幅は広がっている一方で，

それらを使った「ネットいじめ」が子どもたちの間で年々増えています。対面でのいじめと異なり，「匿

名」でいじめを行うケースも多いネットいじめは，加害者の特定が難しく長期化しやすいのが特徴とい

われています。時として不特定多数の人たちに個人情報が拡散されることもあります。古里中において

も，スマートフォン等の適切な使用方法や危険性等を学び，子どもたちがネットトラブルや犯罪被害な

どを起こさない，巻き込まれないようにするために，６月に「SNS などに係るスマホ・携帯電話等によ

るトラブル防止出前講座」を実施しました。 
以下は，中学生に多いネットいじめの内容になります。トラブルを起こさない，トラブルに巻き込ま

れないようにするために，SNS を利用するときのルールや SNS についての正しい知識を身に付けるこ

とが大切です。ぜひ，お子様と一緒に振り返ってみてください。 
 
 
 
 
 

◆お子様が被害者・加害者にならないために家庭でできるネットいじめ予防方法◆ 

□ スマートフォン等に触れた前後のお子様の様子を普段から観察する 

□ 家族間でスマートフォン等の利用に関するルールを決める 

□ 家族間でもネットコミュニケーションに気を付ける        など 

使用の制限をするだけではなく，正しい使い方や正しい情報を得る 

方法などもご家庭でご指導いたければと思います。よろしくお願い 

いたします。 

いじめ 

〈LINEを利用したネットいじめ例〉 

・仲間外れ  ・無視  ・集団いじめ  ・なりすましメール 
〈Twitterを利用したネットいじめ例〉 

・不特定多数に画像や動画の拡散  ・DM（ダイレクトメール）で集中攻撃  など 


